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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
1.2　火災による損傷の防止【41条】（SA41 r.12.0）

41条-35～37

泊1，2号炉との共用設備に「既設」又は「一部既設」の記載漏れがございま
したので，記載を適正化いたしました。

・「電動消火ポンプ（１号，２号及び３号炉共用）」に「，既設」を追記し
ました。
・「エンジン消火ポンプ（１号，２号及び３号炉共用）」に「，既設」を追
記しました。
・「ろ過水タンク（１号，２号及び３号炉共用）」に「，一部既設」を追記
しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
1.2　火災による損傷の防止【41条】（SA41-9 r11.0)

41条-本-54,57,58

同上

第41条 火災による損傷の防止
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.18　緊急時対策所【61条】（SA61 r.14.0）

61-6
61-9

設備の共用に関する記載適正化のため，以下設備に共用に関する記載を追記
（下線部参照）
（旧）電力保安通信用電話設備

　加入電話設備
（新）電力保安通信用電話設備（１号，２号及び３号炉共用，一部既設）

　加入電話設備（１号，２号及び３号炉共用，一部既設）

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
2.18　緊急時対策所【61条】（SA61-9 r.14.0）

61-8
61-15

同上
上記適正化に伴い，相違理由欄に以下の記載を追記

記載方針の相違
泊は本文五号（チ．以降）及び添付書類八（３．以降）のうち，共用設備の
名称が最初に記載される箇所（共用の宣言），設備一覧等に共用を記載する
方針のため。

第61条 緊急時対策所

1/1 2



泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）　比較表
2.19　通信連絡を行うために必要な設備【62条】
（SA62-9 ｒ12.0）

62-5
62-13

「電力保安通信用電話設備」の後に「（１号，２号及び３号炉共用，一部既
設）」を追記しました。
「加入電話設備」の後に「（１号，２号及び３号炉共用，一部既設）」を追
記しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）
2.19　通信連絡を行うために必要な設備【62条】
（SA62 ｒ11.1）

62-9
62-19

同上

第62条 通信連絡を行うために必要な設備

1/1 3
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